
 

 

広島市環境影響評価条例に基づく環境配慮指針の一部改定について 

 

１ 趣 旨 

 広島市環境影響評価条例に基づく「環境配慮指針」は、事業者が、条例に規定された対象事業を

計画するに当たり、事業計画の早い段階から環境に配慮すべき事項を定めたもので、広島市環境基

本計画を基に定められているが、本年６月に広島市環境基本計画が改定されたことに伴い、「環境

配慮指針」についても、その内容の一部を改定するものである。 

 

２ 改定内容の概要 

  環境配慮指針のうち、環境基本計画の改定内容に沿って、次のとおり改定する。 

(1)「地域の環境特性」の一部改定 

地域別に定めた環境特性について、平成17年４月に旧湯来町を広島市に編入したことに伴い、

旧湯来町地域を「水内川流域」及び「八幡川上流域」の２つの流域に区分し、それぞれの地域の

環境特性を追加する。 

(2) 「事業別の環境配慮事項」の一部改定 

交通系、住宅系、工業系等の開発事業別に定めた環境配慮事項について、廃棄物対策及び地球

温暖化対策に関する事項を追加する。 

 

３ 改定の手続き等 

 環境配慮指針の改定に当たっては、広島市環境影響評価審査会から意見を聴いた後に改定すると

ともに、その内容を公表する。 

 

＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              広島市環境影響評価条例（抜粋） 
  
  （環境配慮指針の策定等） 

第４条 市長は、事業者が対象事業を計画するに当たり、環境の保全について配慮がなされるよう

にするため、自然環境の保全その他の環境の保全についての配慮に関する事項を記載した指針

(以下「環境配慮指針」という。)を策定するものとする。 

２ 市長は、環境配慮指針を定め、又は変更しようとするときは、広島市環境影響評価審査会の意

見を聴くものとする。 

３ 市長は、環境配慮指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

              環境配慮指針  
 

第３節 位置づけ 

 １ 環境配慮指針の位置づけ 

   この指針は、広島市環境の保全及び創造に関する基本条例（平成 11 年広島市条例第 13 号）の

基本理念に沿った広島市環境基本計画を基に、事業者が、事業計画の早い段階から環境に配慮す

べき事項をまとめたものである。 

資料１ 



環 境 配 慮 指 針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 広 島 市 】 【 事 業 者 】 

１ 事業計画地 

２ 事業の種類及び規

模 

３ 事業の内容 

４ 事業実施時期 

５ 工事方法等 

（参考） 

地域の環境特性 

環 境 配 慮 事 項 事 業 計 画 地域の概況調査 

１ 基本的配慮 

２ 環境の自然的構成要素

の良好な状態の保持 

３ 生物の多様性の確保及

び自然環境の体系的保

全 

４ 人と自然との豊かな触

れ合い 

５ 環境への負荷 

  （地球環境の保全） 

地域の特性 

１ 自然的状況 

（大気、水、土壌、

生物環境等） 

２ 社会的状況 

（参考） 

事業別環境配慮事項 

必 要 に 応 じ た 現 地 調 査 

環 境 配 慮 事 項 の 抽 出 

検討・整理 

事前配慮を行う事項  実施計画書に記述 

 

計画に反映 

 


